
令和６年度 第１回 島根県国民健康保険運営協議会 次第 

 

令和６年 11 月 15 日(金) 14:00～16:00 

市 町 村 振 興 セ ン タ ー ２ 階 会 議 室  

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 議 事 等 

（１）島根県国民健康保険特別会計の決算について 

 

 

（２）保険者努力支援制度について 

 

 

（３）マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る対応等について 

  

   

 

４ 閉 会 





令和５年度島根県国民健康保険特別会計の決算の概要について 

 

１．概況 

○ 歳入から歳出を引いた差額は約５億円 

   →令和６年度へ繰越した上で、当年度の各種支出へ充当するなど活用を予定 

○ 当初予算と比較して歳出入が増加 

→歳入：約34億円増加、歳出：約29億円増加 

 

（歳出増加の主な要因） 

・医療費の大幅増加に伴う保険給付費の大幅増加 

 被保険者数は大きく減少したが、一人当たり医療費は大きく増加した 

※１人当たり医療費の伸び率：当初予算時＋1.1％ ⇒ 実績＋5.6％ 

 

（歳入増加の主な要因） 

・保険給付費の増加に連動する国庫支出金・一般会計繰入金の増加 ＋5.7億円 

・基金繰入金の増加 ＋約18億円 

                                （単位：百万円） 

 R５当初予算額 

① 

R５決算額 

② 

差引（繰越金） 

②－① 

歳入総額 Ａ 61,648 65,087 3,439 

歳出総額 Ｂ 61,648 64,554 2,906 

収  支 Ａ－Ｂ 0 533 533 

 

２．１人当たり医療費の推移 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５当初 Ｒ５実績 

保険給付費（百万円） 59,467 61,147 59,246 56,519 59,159 

対前年度増減率（％） ▲2.3 2.8 ▲3.1 ▲7.5 ▲0.1 

年度平均被保者数（人） 126,651 125,169 119,562 112,890 113,227 

対前年度増減率（％） ▲1.9 ▲1.2 ▲4.5 ▲5.5 ▲5.3 

１人当たり医療費（円） 469,535 488,519 495,003 500,656 522,484 

対前年度増減率（％） ▲0.4 4.0 1.3 1.1 5.6 

 

３ 県保有基金の状況（残高の推移） 

                                   （単位：百万円） 

基金の名称 Ｒ４年度末 Ｒ５年度中増減 Ｒ５年度末 備 考 

財政安定化基金 1,203 ▲261 942 

保険料収納不足時

等に市町村へ貸

付・交付を実施 

財政調整基金 2,200 ▲1,279 
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一般会計

県繰入金 3,524百万円

支払基金・中央会

被保険者

国

国庫負担金・国庫補助金 15,928百万円

都道府県

一般会計

市町村納付金
【医療・後期・介護】

15,374百万円

市町村

一般会計 国保特別会計

国保特別会計 【歳入】６５，０８７百万円
【歳出】６４，５５４百万円

前期高齢者交付金
27,055百万円

共同事業交付金
（特別高額医療費）

100百万円

後期高齢者支援金
7,954百万円

介護納付金
2,272百万円

ほか

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費等交付金
普通交付金 51,494百万円
特別交付金 1,900百万円

令和５年度島根県国保特会決算の概要

財政調整基金

医療機関

財政安定化
基金

基金積立 274百万円
取崩 1,553百万円

基金取崩
261百万円

令和６年度第１回
島根県国民健康保険運営協議会
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※赤字は前年度指標からの変更点 2



令和６年度保険者努力支援制度（市町村分）
※令和５年度採点分

松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲
町 飯南町 川本町 美郷町 邑南町 津和野

町 吉賀町 海士町 西ノ島
町 知夫村 隠岐の

島町 合 計 平 均

被保険者数
（人）

31,993 8,730 28,615 8,510 6,501 6,538 4,301 6,542 2,332 879 578 830 2,171 1,486 1,160 547 684 205 2,940 115,542 ー

得点数
（点）

509 489 525 587 531 447 570 471 517 576 554 478 466 548 514 455 506 326 547 ー 506

交付額
（千円）

76,430 20,036 70,509 23,445 16,202 13,716 11,506 14,461 5,658 2,376 1,502 1,862 4,748 3,822 2,798 1,168 1,624 313 7,547 279,723 ー

1人あたり
交付額(円)

2,389 2,295 2,464 2,755 2,492 2,098 2,675 2,210 2,426 2,703 2,599 2,243 2,187 2,572 2,412 2,135 2,374 1,527 2,567 ー 2,375

配点 配点

共通①

（１）特定健診受診率 50 固有① 収納率向上 100

（２）特定保健指導実施率 50 固有➁ データヘルス計画の実施状況 15

（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 25 固有③ 医療費通知の取組 -10

共通➁

（１）がん健診受診率等 40 固有④ 地域包括ケア推進・一体的実施 40

（２）歯科検診受診率等 35 固有⑤ 第三者求償の取組 41

共通③ 発症予防・重症化予防の取組 70 固有⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 85

共通④

（１）個人のインセンティブ提供 40 計 271

（２）個人への分かりやすい情報提供 24

共通⑤ 重複・多剤投与者に対する取組 85 ※ 得点数の数値は、前年度実績報告による減点を含む

共通⑥

（１）後発医薬品の促進等の取組

140
（２）後発医薬品の使用割合

計 559
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令和６年度保険者努力支援制度（都道府県分）
※令和５年度採点分

年度
都道府
県名

被保険者数

指標１ 指標２ 指標３ 合計

得点
基準点

（被数×得点）
交付額
（千円）

得点
基準点

（被数×得点）
交付額
（千円）

得点
基準点

（被数×得点）
交付額
（千円）

得点
交付額
（千円）

一点
当たり
（千円）

一人
当たり
（円）

一点
当たり
（千円）

一人
当たり
（円）

一点
当たり
（千円）

一人
当たり
（円）

一人
当たり
（円）

Ｒ６ 島根県 115,542 53 6,123,726 67,150 1,267 581 29 3,350,718 61,970 2,137 536 98 11,323,116 103,860 1,060 899 180 232,980 2,016

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価【160億円】 配点 指標③ 都道府県の取組状況に関する評価【150億円】 配点

（ⅰ）特定健診受診率・特定保健指導実施率 20 （ⅰ）医療費適正化等の主体的な取組状況

（ⅱ）生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組 20 ・重症化予防、重複・多剤投与者への取組等 22

（ⅲ）個人インセンティブの提供・個人への分かりやすい情報提供 30

・市町村への指
導・助言等

都道府県による給付点検

（ⅳ）後発医薬品の使用割合 20 都道府県による不正利得の回収 8

（ⅴ）保険料（税）収納率 20 第三者求償の取組

（ⅵ）重複・多剤投与者に対する取組 30

計 140 ・保険者協議会への積極的関与 15

指標➁ 医療費適正化のアウトカム評価【160億円】 ・都道府県によるＫＤＢ等を活用した医療費分析等 5

（ⅰ）年齢調整後１人当たり医療費 60 （ⅱ）法定外一般会計繰入の解消等・保険料水準の統一 80

（ⅱ）重症化予防のマクロ的評価 20 （ⅲ）医療提供体制適正化の推進 20

（ⅲ）重複・多剤投与者数 40
（ⅳ）事務の広域的及び効率的な運営の推進

20

計 120 計 170

※ 得点数の数値は、前年度実績報告による減点（－12点）を含む 5
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令和６年度 市町村 国保ヘルスアップ事業

事業内容

【基準額①】
（適用要件）
○ 右記の事業①、②の２区分について、いずれか又は両方の事業を実施すること。

○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ １つの事業区分につき下記の基準額①を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、

区分の数に応じて基準額を加算する。

（基準額）補助率10/10

被保険者数 1万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10～20万人未満 20万人以上

基準額① 3,000千円 4,500千円 6,000千円 9,000千円 13,500千円

② 生活習慣病予防対策
f)特定健診未受診者対策
g)特定保健指導未利用者対策
h) 40歳未満早期介入保健指導事業
ｉ ）特定健診継続受診対策等
j ）その他生活習慣病予防対策

① 国保一般事業
a)健康教育
b)健康相談
c)歯科にかかる保健事業
d)地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
e)保険者独自の取組

③ 生活習慣病等重症化予防対策
k)生活習慣病等重症化予防
ｌ) 糖尿病性腎症重症化予防

m)保健指導

①禁煙支援 ②二次性骨折予防に関する取組
③その他保健指導

④ 重複・頻回受診者等に対する対策
n)重複・頻回受診者に対する保健指導
o)重複・多剤服薬者に対する保健指導

被保険者数 1万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10～20万人未満 20万人以上

基準額② 6,000千円 9,000千円 12,000千円 18,000千円 27,000千円

【交付要件】
○ 右記の事業①～⑤の実施に当たり、下記の要件で補助上限となる基準額を適用し、事業経費

に対する補助を行う。

○ 複数区分の事業を実施する場合、事業区分ごとに適用される基準額の合算額を補助上限額と
する。ただし、基準額の合算は最大で３事業分までとする（補助事業の申請可能数は３事業に限
らない）。

○ 先進的かつ効果的な保健事業として都道府県の指定を受ける場合、別途、補助上限額を加算
する。

【基準額②】
（適用要件）
○ 右記の事業③～⑤の３区分について、いずれか又はすべての事業を実施すること。

○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ １つの事業区分につき下記の基準額②を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、

区分の数に応じて基準額を加算する。

（基準額）補助率10/10

【先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合の加算額】
（適用要件）
○ 先進的かつ効果的なモデル事業として都道府県の指定を受けて、事業①～⑤いずれかの保

健事業を実施すること（都道府県は管内市町村数の15%を上限として指定）。
○ 第三者（国保連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等）の支援・評価を活用

すること。

○ 上記の要件を満たす場合、補助上限額を加算する。

（加算額）補助率10/10

被保険者数 1万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10～20万人未満 20万人以上

加算額 4,000千円 6,000千円 8,000千円 12,000千円 18,000千円

⑤ PHRの利活用を推進する取組
p）PHRを利活用した保健事業
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令和６年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業

【交付要件】
○ 実施計画の策定段階から、第三者（有識者会議、国保連合会の保健事業支援・評価委員会等）の支援・評価を活用すること。
○ 市町村が実施する事業との連携・機能分化を図り、管内市町村全域の事業が効率的・効果的に実施するために必要な取組と認めら

れる事業であること。
○ 事業ごとの評価指標（ストラクチャー指標、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標）・評価方法の設定 等

Ａ. 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備
・ 都道府県レベルの連携体制構築
・ 保健事業に関わる都道府県及び市町村職員を対象とした人材育成
・ へルスアップ支援事業及びヘルスアップ事業の計画立案能力の向上及

び先進、優良事例の横展開を図る取組

Ｂ. 市町村の現状把握・分析
・ ＫＤＢ等のデータベースを活用した現状把握、事業対象者の抽出、保健

事業の効果分析・医療費適正化効果の分析・保健事業の課題整理を行
う事業

Ｃ. 都道府県が実施する保健事業
・ 都道府県が市町村と共同または支援により行う保健事業
・ 保健所と連携して実施する保健事業

【交付対象】
○ 市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、

市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施
する国民健康保険の保健事業

【基準額】 （補助率10/10）

被保険者数 25万人未満 25～50万人未満 50～75万人未満 75～100万人未満 100万人以上

基準額 150,000千円 175,000千円 200,000千円 200,000千円 200,000千円

Ｄ.人材の確保・育成事業
・ かかりつけ医、薬剤師、看護師等の有資格者等に対する特定健診

や特定保健指導等の国民健康保険の保健事業に関する研修
・ 医療機関や福祉施設に勤務する糖尿病療養指導士や認定・専門看

護師、管理栄養士、リハビリ専門職等を活用した保健事業

Ｅ.データ活用により予防・健康づくりの質の向上を図る事業
・ 医療・健康情報データベースの構築
・ データヘルス計画の標準化に向けた現状把握・分析
・ 予防・健康づくりに資するシステムの構築

Ｆ.モデル事業（先進的な保健事業）
・ 地域の企業や大学、関係団体等と都道府県単位の現状や健康課題

を 共有し協力し実施する先進的な予防・健康づくり事業
・ 無関心層を対象にして取り組む先進的な保健事業

※１ 国民健康保険特別会計事業勘定（款）保健事業に相当する科目により実施する事業に充当
※２ 市町村が実施する保健事業との役割を調整するよう留意
※３ 委託可

（事業分類及び事業例）
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令和６年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分に係る評価指標

左記（１）（２）について、それぞれ都道府県ごとの「点数」×「合計被保険者数」＝「総得点」を算出し、
総得点で予算額を按分して配分。ただし、都道府県ごとに事業費分の交付額の2倍を上限額とし、
上限に達した都道府県に係る未交付額は、上限に達していない都道府県に再配分する。

○ 事業費連動分については、都道府県ごとに、以下の評価指標に基づいて採点を実施

（１） 「事業」の取組状況 （２） 「事業」の取組内容

（都道府県）

１１４億円 １１４億円

１)事業ABCを全て実施している場合 ５点

２)事業ABCDEを全て実施している場合 ６点

３)事業Fを実施している場合で、全都道府県による評価結果
上位 １位から10位
上位11位から20位

10点
５点

（都道府県）

（市町村） 要件を満たす管内市町村の割合に応じて加点

１）下記市町村指標１）～３）を全て満たす申請市町村の割合が５割以上の場合 10点

２）申請市町村が下記市町村指標１）～３）を満たせるよう都道府県から支援を

受けたと回答している割合

申請市町村の８割以上が支援を受けている場合

申請市町村の６割以上８割未満が支援を受けている場合
10点
５点

（市町村） 要件を満たす申請市町村の割合に応じて加点

１）申請市町村の全てが、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを

組み合わせて総合的に事業を展開している場合
８点

２）申請市町村の全てが、性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を実施

している場合
３点

３）申請市町村の全てが、事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の支援・評

価を受け、事業に反映している場合
10点

４）ｄ）の申請市町村の全てが、医療・介護・保健など部局横断的にデータ分析

を行い、一体的（国保・後期・介護）に事業へ活用している場合
３点

５）ｎ）またはｏ）の申請市町村の全てが、医療費適正化効果や対象者の減少数

等の目標値を設定した上で、地域の医師会・薬剤師会等の医療関係団体と

連携して事業を実施している場合

10点

１)事業①国保一般事業を
・１事業以上実施する管内市町村の割合が４割以上の場合
・上記を満たした上で、２事業以上実施する管内市町村の割合が１割

以上の場合

５点
８点

２)事業②生活習慣病予防対策を２事業以上実施する管内市町村の割
合が７割以上の場合

５点

３)事業②のｈ）を実施する管内市町村の割合が５割以上の場合 ５点

４)事業③生活習慣病等重症化予防対策を実施する管内市町村の割合
が９割以上の場合

５点

５)事業④のｎ）またはｏ）を実施する管内市町村の割合が３割以上の場
合

５点

６）事業⑤PHRの利活用を推進する取組を実施する管内市町村の割合
が１割以上の場合 ５点

７)事業①②③④それぞれから１事業以上の事業を実施している管内市
町村の割合

管内市町村の２割以上が実施

管内市町村の１割以上２割未満が実施

６点
３点

（１） 「事業」の取組状況
（２） 「事業」の取組内容
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■Ｒ６　市町村国保ヘルスアップ事業　　（R6.10月　事前協議時点）

（千円）

００１ ００２ ００３ ００４ ００５ ００６ ００７ ０３６ ０４９ ０５７ ０５８ ０５９ ０６１ ０８１ ０８２ ０８３ ０８４ ０８５ ０８６

松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 川本町 津和野町 海士町 西ノ島町 知夫村 雲南市 奥出雲町 飯南町 美郷町 邑南町 吉賀町 隠岐の島町

30,742 8,414 27,572 8,154 6,177 6,285 4,053 551 1,397 524 640 6,150 2,192 828 768 2,038 1,106 2,794

4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

4,500 3,000 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

9,000 6,000 9,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 9,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

18,000 15,000 22,500 15,000 15,000 9,000 15,000 15,000 12,000 9,000 3,000 0 15,000 12,000 12,000 15,000 9,000 6,000 9,000

17,620 4,579 18,054 6,961 9,360 5,805 5,456 168 3,318 180 2,406 6,921 6,767 4,909 1,982 540 3,382 4,565

0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 440 0 500 0 0 53 0

a a a a a a a 5

b b b b b b b 5

c c c 1

d d d 1

e e 0

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 18

g g g g 2

h h h h h h h 5

i i i i i 3

j j j 1

k k k k k k k k k k k 9

l l l l l l l l l l l 9

①禁煙支援 m-① 0

②二次性骨折予防に
関する取組 m-② 0

③その他保健指導 m-③ 0

n n n n 2

o o o o o o o o o o o 9

⑤
P
H
R
の
利
活

用
を
推
進
す
る
取

組 p p 0

⑤を実施する
市町村
(１割)

２
以上

6 3 8 5 4 2 5 3 3 2 1 0 6 6 3 4 3 3 3 70

実施区分数 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 1 0 4 3 3 3 2 2 2
実施

市町村数
目標

実施
市町村 割

合

①を１事業以上実施 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8 8 42.1
①を２事業以上実施 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 15.8
②を２事業以上実施 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 14 36.8
②のhを実施 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 10 26.3
③を実施 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 13 18 68.4
④のn又はoを実施 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 6 57.9
⑤を実施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
①②③④を各１事業以上実施 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4/2 15.8

その他生活習慣病予防対策

被保険者数（R6年１月時点）

基準額①（事業区分①）

基準額①（事業区分②）

基準額②（事業区分③）

基準額②（事業区分④）

計

①
国
保
一
般
事
業

健康教育

①を1事業以
上実施する

市町村
(４割)

８
以上

①を2事業以
上実施する

市町村
(１割)

２
以上

R6
事業費
連動分

実施
市町村
割合

基準額②（事業区分⑤）

補助上限（事業区分3つまでの計）

〔事前協議〕事業費申請額

標準的範囲を超過する額の2分の1

①②③④を各
1事業以上実
施する市町村

(2割)

４
(1割)

２
以上

健康相談

歯科に係る保健事業

地域包括ケアシステムを推進す
る取組

保険者独自の取組

③を１事業以
上実施する

市町村
(９割）

18
以上

②のｈを実施
する市町村

（5割）

10
以上

特定保健指導未利用者対策

40歳未満早期介入保健指導事業

特定健診継続受診対策等

その他生活習慣病予防対策

④のn
または
oを実施
（３割）

６
以上

重複・多剤服薬者に対する保健
指導

②
生
活
習
慣
病
予
防
対
策

特定健診未受診者対策

②を２事業以
上実施する

市町村
(７割)

14
以上

PHRを利活用した保健事業

計

③
生
活
習
慣
病
等
重
症
化
予
防
対
策

生活習慣病重症化予防

④
重
複
・
頻
回
受
診
者

等
に
対
す
る
対
策

m 保健指導

重複・頻回受診者に対する保健
指導

   令和６年度第１回
島根県国民健康保険運営協議会
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■島根県国保ヘルス アッ プ支援事業の概要

令和6年9月

令　 和　 ５ 　 年　 度（ 実績） 令　 和　 6　 年　 度（ 計画）

事 業 名 実 施 内 容 実 施 内 容

○島根県の糖尿病対策会議と 市町
村の取組と の連携強化
○取組や好事例等の情報交換
○糖尿病対策及び重症化予防対策
の推進

①
糖尿病対策推進連携体

制の構築

■糖尿病対策市町村等担当者連絡会
 ○県と 市町村の連携強化
 ○重症化予防事業の充実に向けた検討

■糖尿病対策市町村等担当者連絡会
 ○県と 市町村の連携強化
 ○重症化予防事業の充実に向けた検討

○効果的・ 効率的な保健事業が実
践でき る 人材の育成
○保健所と 市町村が協働で参加
し 、 それぞれの役割に応じ た地域
診断・ 施策化等の能力を 習得

②
健康課題施策化研修

～保健所・ 市町村協働
の健康づく り ～

■健康課題施策化研修
 ○R4、 R5の2年間で１ ク ールの研修を 実施。
R5は2年目

■健康課題施策化研修
 ○R6、 R7の2年間で１ ク ールの研修を 実施。
R6は１ 年目

Ｂ

市町村の
現状把
握･分析

○特定健診等データ の集計・ 見え
る 化ツ ールの活用によ る Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
サイ ク ルに添っ た保健事業の推進
○保健所によ る 市町村へのデータ
活用支援の強化

③
特定健診等データ の集

計・ 見える 化

【 3年目】
■特定健診等データ の活用の推進
 ○ツ ールによ る 集計と 結果の提供
 ○ツ ールの活用に向けた検討

■Ｋ Ｄ Ｂ 等のデータ 活用に向けた支援（ 委託）
 ○Ｋ Ｄ Ｂ を 活用し た医療費分析ツ ールの更新
 ○データ 活用に向けた個別支援
　 　 データ ヘルス 計画の策定支援の一環

【 4年目】
■特定健診等データ の活用の推進
 ○ツ ールによ る 集計と 結果の提供
 ○ツ ールの活用に向けた検討

■Ｋ Ｄ Ｂ 等のデータ 活用に向けた支援（ 委託）
 ○Ｋ Ｄ Ｂ を 活用し た医療費分析ツ ールの更新
 ○データ 活用に向けた個別支援

Ｃ

都道府県
が実施す
る保健事

業

〇県内共通の課題（ 腎臓病、 脳卒
中や心臓病等循環器病など の発
症・ 重症化予防） に関する 普及・
啓発によ る 予防・ 健康づく り の推
進

　 ④
予防･健康づく り の普

及･
啓発事業

【 3年目】
■県民へ普及啓発事業（ 委託）
○オン ラ イ ン 健康教室
（ し ま ね健康情報ｅ －ラ ーニン グシス テム 「 し ま ねMAME
イ ン フ ォ 」
・ 新規コ ン テン ツ の作成、 公開
○教材の作成､配布
○マス コ ミ を 活用し た啓発活動
　 ・ 新聞（ り びえ～る ） 年間11回掲載
　 ・ Ｃ Ｍ（ 特定健診、 特定保健指導のCM再放送、 運動、 減塩、 野

菜のCM放送）

【 4年目】
■県民へ普及啓発事業（ 委託）
○オン ラ イ ン 健康教室
（ し ま ね健康情報ｅ －ラ ーニン グシス テム 「 し ま ねMAME
イ ン フ ォ 」 ）
・ 新規コ ン テン ツ の作成、 公開
・ 令和3年～5年度に作成し たコ ン テン ツ の内容更新
○教材の作成､配布
○マス コ ミ を 活用し た啓発活動
　 ・ 新聞（ り びえ～る ） 年間11回掲載
　 ・ Ｃ Ｍ（ R3～R5で作成し たCMの再放送）

   ･SNS等を 活用し た啓発

○病態や指導が複雑な糖尿病性腎
症に対する 指導実践者の資質向上
○情報共有によ る 地域ごと の連携
体制づく り の推進

⑤
糖尿病性腎症重症化予

防
実践者育成事業

■糖尿病性腎症重症化予防実践者育成講座（委託）
 ○研修会の開催（ 集合研修） 　 年1回
 　 動画配信（ 「 し ま ねCOMMONS」 を 活用）

■市町村等への個別支援（ 委託）
 ○各圏域・ 市町村での事業実施支援（ 研修講師派遣、
事例検討アド バイ ザー派遣等）

■糖尿病性腎症重症化予防実践者育成講座（委託）
 ○研修会の開催（ 集合研修） 　 年1回
 　 動画配信　 （ 「 し ま ねCOMMONS」 を 活用）

■市町村等への個別支援（ 委託）
 ○各圏域・ 市町村での事業実施支援（ 研修講師派遣、 事
例検討アド バイ ザー派遣等）

○研修環境の整備によ る 地域の医
療専門職等への研修機会の提供
○重症化予防対策に従事する 専門
職の資質向上によ る 国保保健事業
の推進
○各診療ガイ ド ラ イ ン の普及によ
る 病診･診診連携の推進

　 ⑥
専門職研修事業

【 3年目】
■専門職研修（ 委託）
（ お役立ちｅ ラー ーニン グシス テム 「 し ま ねCOMMONS」 ）
 ○研修動画の充実
　 ・ 新規コ ン テン ツ の作成・ 公開
　 ・ 県主催の研修の動画配信
 ○関係機関への周知と 活用の推進
 ○専門職への各ガイ ド ラ イ ン の普及・ 啓発
 

【 4年目】
■専門職研修（ 委託）
（ お役立ちｅ ラー ーニン グシス テム 「 し ま ねCOMMONS」 ）
 ○研修動画の充実
　 ・ 新規コ ン テン ツ の作成・ 公開
　 ・ 県主催の研修の動画配信
　 ・ 令和3年～5年度に作成し たコ ン テン ツ 内容更新
 ○関係機関への周知と 活用の推進
 ○専門職への各ガイ ド ラ イ ン の普及・ 啓発

○保健･医療･介護データ の分析に
基づく 健康寿命延伸・ 医療費適正
化のためのＰ Ｄ Ｃ Ａ に添っ た効果
的な事業展開の推進

　 ⑦
医療費等データ 活用

事業

【 3年目】
■医療費等データ 活用事業（ 委託）
○島根大学を 中心と し たデータ 分析体制の構築
◯県、 圏域、 市町村の健康実態や課題の明確化
　 分析結果について、 関係会議で報告

【 4年目】
■医療費等データ 活用事業（ 委託）
◯県、 圏域、 市町村の健康実態や課題の明確化
　 分析結果について、 関係会議で報告
◯データ 分析結果の活用に向けた検討、 支援

○骨折予防や骨粗し ょ う 症によ る
再骨折対策の推進によ る 医療費適
正化の推進

　 ⑧
骨折及び骨粗し ょ う 症

予防モデル事業

＜新規事業＞　 R6～3年計画で実施　 （ 委託）
1年目は現状把握、 2年目以降にモデル事業と し て実施

■骨折に関する 現状把握
　 医療費等のデータ 分析
■市町村や関係機関と モデル事業に向けての検討

○残薬調整の推進によ る 適正服薬
と 医療費適正化の推進

⑨
医薬品適正使用のため

の調査分析事業

＜新規事業＞　 R6～3年計画で実施　 （ 委託）
1年目は現状把握

■残薬に関する 現状把握
　 医療費等のデータ 分析
■薬剤師会等と ヒ アリ ン グや検討会の実施

◯好事例の収集や実践に基づく 効
果的な指導方法、 地域の健康課題
や保健指導対象者の背景の分析、
アウ ト カム につながる 評価方法の
検討
◯効果的・ 効率的な保健指導の実
践方法を 検討し 、 市町村における
保健指導を 推進

　 ⑩
保健指導推進事業

【 2年目】
■モデル市町村によ る 実践と 検討（ 委託）
　 効果的･効率的な指導方法の検討
■保健指導媒体・ マニュ アル等の作成（ 委託）
　 し ま ねMAMEイ ン フ ォ の教材と 連動
■保健指導従事者研修会の開催（ 委託）
　 研修内容はし ま ねCOMMONSで公開

◯がん検診の未受診者対策に関す
る 課題の把握
◯大腸がん検診未受診者に対し て
個別の受診勧奨・ 再勧奨を によ る
モデル市町村及び県全体のがん健
診受診率の向上

　 ⑪
大腸がん検診未受診者

対策事業

【 2年目】
■モデル市町村によ る 大腸がん検診の未受診者受診勧奨
（ 委託）
　 未受診者への受診勧奨・ 再勧奨
　 受診率向上につながる 助言や支援の実施

Ｆ
モデル事

業

事業
区分

目　 的

Ａ

市町村が
実施する
保健事業
の更なる
推進に資
する基盤

整備

Ｄ

人材の確
保・育成

事業

Ｅ
データの
活用を目
的として
実施する

事業

…島根大学との連携による事業

（島根県国保ヘルスアップ支援事業の総合的な推進事業）

令和６ 年度第１ 回

島根県国民健康保険運営協議会
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令和６ 年度 島根県国保ヘルス アッ プ支援事業について 

 

１ ． 島根県国保ヘルス アッ プ支援事業の総合的な推進事業 
大学の専門的な知識・ 技術・ ネッ ト ワ ーク の活用によ り 国保ヘルス アッ プ支援事業を

総合的に展開し 、 市町村及び県によ る 国保保健事業の効果的な推進を図る ため、 島根大

学に以下（ １ ） ①、 （ ２ ） ①、 ②、 ③の事業を委託し 実施。  

 

（ １ ） 専門職研修事業 
①「 し ま ねＣ Ｏ ＭＭＯ Ｎ Ｓ （ し ま ねこ も んず）」： し ま ね健康情報ｅ -ラ ーニングシス テム  

・ 専門職向けに、 糖尿病性腎症や慢性腎臓病、 脳卒中や心臓病その他の循環器病など の 

予防・ 重症化予防に関する 研修を目的と し たコ ンテンツ 。  

・ 令和６ 年 10 月末現在で公開し ている 動画一覧は別紙のと おり 。  

     

（ ２ ） 予防・ 健康づく り の普及啓発事業 
①「 し ま ねＭＡ ＭＥ イ ンフ ォ （ し ま ねま めいんふぉ ）」： し ま ね健康情報ｅ -ラ ーニングシス テム 

・ 住民向けのオンラ イ ン健康教室と し て実施。   

・ 地域での健康教室や保健指導等での活用し ていただく ための動画と チラ シ（ 教材） を 

合わせて作成。  

・ 令和６ 年 10 月末現在で公開し ている 動画一覧は別紙のと おり 。  

 
②山陰中央新報「 り びえ～る 」 を 活用し た啓発 

  ・ 月１ 回（ 第２ 日曜日）、 １ 面（ 片面） を使用し 、 啓発記事「 元気のための基礎知識」  

を掲載。 り びえ～る W eb 版にも 掲載。  

・ 紙面のＰ Ｄ Ｆ データ は印刷をし て掲示等でご活用でき る よ う 、 県のホームページに 

掲載。  

 
③テレ ビ ス ポッ ト （ 15 秒Ｃ Ｍ）  

・ 民放３ 社で放送。 県の公式 YouTube チャ ンネル『 し ま ねっこ チャ ンネル』 でも 放送。  

・ 令和 3 年度～5 年度に作成し た「 特定健診受診勧奨」「 特定保健指導」 のＣ Ｍを再放送。  

特定健診は 6 月、 11 月、 12 月に、 特定保健指導は９ 月、 11 月、 12 月、 2 月に 

放送予定。  

       
２ ． Ｋ Ｄ Ｂ の活用に向けた支援 （ 委託先： 合同会社 DATA MI LL）  

Ｋ Ｄ Ｂ を活用し た医療費分析ツ ールを令和 3 年度に作成し 、 毎年データ 更新をし たも の

を各市町村及び保健所に配布。  

分析ツ ールでは国保と 後期高齢者医療の医療費を県内市町村、二次医療圏（ 保健所単位）  

別に見える 化する こ と が可能。  
 

＊ＫＤＢ（国保データベース）システムは、国保保険者や後期高齢者医療広域連合における保健事業

の計画作成や実施を支援するため、国保連合会が「健診・保健指導」、「医療」、「介護」の各種デー

タを利活用して、「統計情報」や「個人の健康に関するデータ」を作成するシステム 

 

（ １ ） Ｋ Ｄ Ｂ を活用し た医療費分析ツ ール 

  4 月に令和 5 年度に更新し た分析ツールを各市町村及び保健所に配布。  

今年度は令和５ 年度データ を追加し 更新をする 予定。  

  更新し たツールは年度末を目途に配布予定。  

 

（ ２ ） 個別支援 
  令和４ 年度から 、 Ｋ Ｄ Ｂ を活用し た医療費分析ツ ールを活用し た分析について個別支援 
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  を実施。  

今年度は医療費分析ツールを使ったデータ 分析の他、 年齢調整死亡率や健診結果等のデ 

ータ 分析についても 個別支援を行う 。  

  今年度は希望があった 7 市町村で実施予定。  

 

３ ． 糖尿病性腎症等重症化予防実践者育成事業（ 委託先： NPO法人島根糖尿病支援機構） 
 
（ １ ） 糖尿病腎症等重症化予防実践者育成講座 
  ・ 平成 30 年度から を年１ 回実施。 集合型研修及び動画配信を実施。  

  ・ 今年度は 10 月 20 日（ 日） に講義と 症例検討を行う 。  

   昨年度と 同様に集合型研修を動画撮影し 、 し ま ねＣ Ｏ ＭＭＯ Ｎ Ｓ で視聴でき る よ う に 

する 。 2 月から 配信予定。  

 

（ ２ ） 個別支援 
・ 令和５ 年度から 個別支援を実施。  

今年度は２ ～３ 回／年実施予定。  

・ 個別支援の内容と し ては、 研修会の講師や事例検討や指導媒体のアド バイ ザー派遣 

・ 6 月に実施し たアンケート で把握し た個別支援の希望あり の市町村から 、 個別支援の 

内容について申請し ても ら い、 委託先と 調整の上実施。  

・ 今年度は大田圏域と 江津市で実施予定。  

  

 
４ ． 令和６ 年度新規事業（ 委託先： 株式会社Ｊ ＭＤ Ｃ ）  

令和５ 年度に策定し た第４ 期島根県医療費適正化計画に基づき 、 骨折及び医薬品適正

使用への対策と し て令和６ 年度に新規の保健事業を立ち上げ。 いずれの事業も 令和６ 年

度～８ 年度の３ カ年計画で実施。 １ 年目はデータ 分析によ る 現状把握及び市町村で実施

する 事業提案、 ２ 年目以降はモデル市町村で事業を実施し 、 他市町村への波及を目指

す。  
 
（ １ ） 骨折及び骨粗鬆症予防モデル事業 

骨折に係る 医療費の増加、 骨折が要介護状態の原因疾患で上位である こ と 等を踏ま え、

骨折等の発症予防を図る ための事業を展開。 骨粗鬆症治療中断者への受診勧奨や二次性

骨折予防の受診勧奨等を検討。  
 
（ ２ ） 医薬品適正使用のための調査分析事業 

薬剤に係る 医療費の適正化及び患者の健康面への影響の観点から 、 現行の多剤・ 重複投

与対策に加えて医薬品適正使用を推進する ための事業を 検討。 医薬品適正使用を 図る た

めの効果的な対象者層や薬剤を分析し 、 その上で効果的な取組を提案予定。  

 

 

 

 



R6.10 月作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●糖尿病 ●うつ病 

●高血圧 ●皮膚疾患 

●脂質異常症 ●医療安全 

●心臓リハビリテーション 
●Advance Care Planning(人生会議)を学ぼ

う！(基礎編) 

●心臓リハビリテーション実施のポイント ●緩和ケアセミナー「痛みの評価と薬物治療」 

●脳卒中リハビリテーション ●乳がん検診従事者講習会 

●脳血管疾患 
●保健指導従事者研修会～保健指導の効果を高める

ために～ 

●虚血性心疾患 ●令和 6 年度大田圏域感染症対策研修会 

●歯周・顎口腔疾患  

 
 
 

今、「しまね COMMONS」で視聴できる         

コンテンツ (スライドや動画) 

●脂質異常症 ●糖尿病 

島根大学医学部と島根県が共同で、医療等専門職のためのお役立ちｅラーニング

システム「しまね COMMONS」を開講しています。いつでも、どこでも、何度

でも、無料で受講できます。疾病ごとに、疾病の基礎知識や治療、生活上の注意

点など幅広い内容で構成されています。視聴するためには、登録が必要ですが、

登録は簡単にできますので、これを機に是非ご登録下さい。 

スマートフォンでご視聴の場合はこちらから ⇒ 

パソコンからご視聴の場合はこちらから  

⇒ 検索ワード「しまね COMMONS」 

 
最後に    

理解度チェック
があります︕ 

 

こ も ん ず 

●TOP 画面 

ぜひ 
ご登録を 

   令和６年度第１回
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R6.10 月作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今、「しまね MAME インフォ」で            

視聴できるコンテンツ (スライドや動画) 

ご視聴いただけるコンテンツ一覧は裏面をご確認ください。 

島根大学医学部と島根県が共同で、県民のみなさまに向けたしまね健康情報 

ｅラーニングシステム「しまねＭＡＭＥインフォ」を開講しています。１つ５

分程度のスライドや動画による健康情報で、専門講師による分かりやすい内容

となっていますので、ぜひご視聴下さい。 

スマートフォンでご視聴の場合はこちらから ⇒ 

パソコンからご視聴の場合はこちらから  

⇒ 検索ワード「しまねＭＡＭＥインフォ」 
ぜひ 

ご視聴を 

●TOP 画面 ●キケンな「頭痛」はスグ病院へ！ ●島大病院が本気で考えたレシピ 

●野菜をしっかり摂りましょう！ ●ほどよい塩分摂取で健康に！ ●すき間時間でちょい筋トレ 

ま   め 

 資料
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R6.10 月現在 

しまね健康情報 e ラーニングシステム 

しまねＭＡＭＥインフォコンテンツ一覧 

ムリなく始めよう！高血圧予防！ 

正しい血圧測定 

糖尿病の発症とその予防 

糖尿病の管理 

●キケンな「頭痛」はスグ病院へ！ 

●その「頭痛」我慢しないで！ 

 

手軽な運動で健康づくり 

すき間時間でちょい筋トレ(お腹まわりの引き締め筋トレ・肩まわりの筋トレ・足腰を強くするスクワット) 

“弱った”と自覚したらもう遅い?! 

運動がもたらす健康への効果

運動した方が良いのは分かるけど・・・(今から始めるスキマ運動：家事・デスクワーク編・農作業や労働作

業の工夫でできる筋力アップ)

健康管理も習慣に～スマートフォンなどを使った健康管理の第一歩～ 

力強い足を手に入れるための“コレだけ”運動～足腰を鍛える運動編～

綺麗な姿勢を維持するための“コレだけ”運動～お腹を引き締め姿勢を整える運動編～

体力アップのための“コレだけ”運動～負担の少ないウォーキング～ 

●歩くことから始めよう 基礎編(歩く前の準備・歩くことの効果) 

●手軽にできる！（健康維持のウォーキング・ノルディックウォーキング） 

 

野菜をしっかり摂りましょう！ 
ほどよい食塩摂取で健康に！ 
からだが喜ぶレシピ 

（しじみと鶏のガンボスープ・島大病院が本気で

考えたレシピ＃１、＃２、＃３） 

 

ちょっと気になるこれからの医療費 

今日からはじめる介護予防～フレイルについて知ろう～（基礎編） 

あなたの生活を彩る フレイル予防～運動編～ 

今日からはじめる社会参加～「つながる」ことからフレイル予防～ 

●正しい口腔ケア 

●オーラルフレイル予防～寝たきり予防の第一歩は、お口から～ 

●フレイル予防と食事・栄養 
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マイ ナンバーカード と 健康保険証の一体化に係る 対応等について 

 

１  制度改正の概要 

○令和５ 年６ 月９ 日に「 行政手続における 特定の個人を識別する ための番号の利用等に

関する 法律等の一部を改正する 法律」（ 以下「 改正法」 と いう 。） が公布さ れ、「 マイ ナ

ンバーカード と 健康保険証の一体化」 において、「 改正法の施行後は、 マイ ナンバーカ

ード によ る オンラ イ ン資格確認を基本と し つつ、 全ての被保険者が必要な保険診療を

受けら れる よ う 、 マイ ナンバーカード によ り オンラ イ ン資格確認を受ける こ と ができ

ない状況にある 者については、 氏名・ 生年月日、 被保険者等記号・ 番号、 保険者情報

等が記載さ れた資格確認書によ り 被保険者資格を確認する 」 こ と と さ れた。  

 

○ま た、「 マイ ナンバーカード と 健康保険証の一体化に関する 検討会」 において一体化

に向けた課題の整理と 必要な対応がま と めら れ、「 当面の間、 マイ ナ保険証（ 健康

保険証利用登録をさ れたマイ ナンバーカード をいう 。 以下同じ 。） を保有し ていな

い方全てに、 資格確認書を申請によ ら ず交付（ 職権交付） する こ と と さ れた。  

 

○改正法の施行期日は、 令和６ 年 12 月２ 日と なっている 。  

 

２  制度改正に伴う 主な変更点 

（ １ ） 健康保険証の取り 扱い 

○改正法の施行によ り 、 令和６ 年 12 月２ 日をも って現行の健康保険被保険者証は廃止

（ 新規発行が停止） さ れ、 マイ ナ保険証を基本と する 仕組みに移行する が、 12 月１ 日

以前に発行さ れた被保険者証は、 引き 続き 有効期限ま で使用する こ と ができ る

（ 経過措置）。  

 

○島根県国民健康保険被保険者証の有効期限は、 最長で令和７ 年７ 月 31 日ま で（ 同日

ま でに 75 歳の誕生日を迎える 方は誕生日の前日ま で、 70 歳の誕生日を迎える 方は

誕生月の月末ま で） と なっており 、 当該被保険者証が有効な間は、 マイ ナ保険証の

保有状況に関わら ず使用する こ と ができ る 。  

 

（ ２ ） 資格確認書の交付 

 〇医療保険者は、 マイ ナ保険証を保有し ていない被保険者に対し「 資格確認書」 を交付

する こ と と なる が、 本県の国民健康保険では、 市町村における 事務処理の広域化・

効率化及び保険医療機関等関係者への影響等を考慮し 、 市町村と 協議の上、「 島根

県国民健康保険における 資格確認書の標準様式（ 仕様）」 を定め、 全市町村が同じ

様式の資格確認書を交付する こ と と し ている （ 標準様式は別紙１ のと おり ）。  

 

〇標準様式については、 島根県医師会、 島根県歯科医師会、 島根県薬剤師会を通じ 、

県内保険医療機関等への周知をお願いする 予定と し ている 。  

令和６ 年度第１ 回 
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（３）資格情報のお知らせ 

 ○医療保険者は、マイナ保険証の保有者に対し、自身の被保険者資格等を簡易に確認

できるよう、新規資格取得時や一部負担金割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」

を交付することとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】マイナ保険証への移行イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現行の被保険者証が有効期限まで使用できるため、市町村が現在加入中の国保被保険者

に「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付（送付）するのは、来年の７月頃

となる。 

※各市町村において、広報誌やホームページ等で制度改正に係る情報発信をしているとこ

ろではあるが、県からも市町村に対し、被保険者向けの周知・広報に十分努めていただ

くよう、改めて協力依頼をしている（周知内容の参考例として別紙２を市町村へ提示。

県のホームページにおいても情報提供している）。 

※Ａ４サイズを基本とするが、様式の統一は行わ

ないため、市町村ごとで仕様（紙質・色など）

が異なる。 

 

※右下部分を切り取って利用することも可能。 

（資格情報のお知らせのみでは受診できない） 

 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
  8/1 ★12/2   7/31

被保険者証一斉更新 保険証の新規発行停止 現行の被保険者証の有効期限

※有効期限まで使用することができます。

（12/2以降は再発行はできません） 　★7月頃に[資格情報のお知らせ」を送付します。

※有効期限まで使用することができます。

（12/2以降は再発行はできません）

※紛失した場合等は「資格確認書」を交付します。

　★７月頃に「資格確認書」を送付します。

　※「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、

　　これまでと同様に受診できます。

令和６年 令和７年

マイナ保険証を
お持ちの方

マイナ保険証を
お持ちでない方

令和８年

被保険者証

（若葉色）

被保険者証

（若葉色）

資格確認書

マイナ保険証

島根県国民健康保険における被保険者証・資格確認書の有効期限は、

８月１日から翌年７月31日までを基本としています

（様式例） 
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３ マイナ保険証の利用状況等 

（１）全国の状況（全制度合計） 

※第 181 回社会保障審議会医療保険部会（令和６年８月 30日）資料（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の利用実績は、 

全国で４番目に高い 
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（令和６年７月時点）

加入者数
マイナ保険証

登録数

マイナ保険証
によるオン資
利用人数
（A）

外来レセプト
枚数（件数）

（B）

マイナ保険証
利用率
（A/B）

松 江 市 30,302 20,947 10,991 50,236 21.88%

浜 田 市 8,238 5,953 2,902 14,389 20.17%

出 雲 市 27,388 18,860 8,268 45,664 18.11%

益 田 市 7,844 5,738 2,632 13,647 19.29%

大 田 市 6,004 4,245 2,808 10,321 27.21%

安 来 市 6,154 4,269 1,990 9,428 21.11%

江 津 市 3,914 2,919 1,807 6,408 28.20%

雲 南 市 6,023 4,271 1,732 9,518 18.20%

奥 出 雲 町 2,189 1,470 639 3,493 18.29%

飯 南 町 814 631 258 1,273 20.27%

川 本 町 504 360 150 760 19.74%

美 郷 町 752 591 468 1,439 32.52%

邑 南 町 1,982 1,404 752 2,906 25.88%

津 和 野 町 1,377 1,039 775 2,581 30.03%

吉 賀 町 1,098 831 468 1,850 25.30%

海 士 町 525 394 47 467 10.06%

西 ノ 島 町 624 388 67 772 8.68%

知 夫 村 183 114 10 162 6.17%

隠 岐 の 島 町 2,704 2,123 377 3,380 11.15%

県 計 108,619 76,547 37,141 178,694 20.78%

（２）県内市町村国民健康保険の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※マイナ保険証によるオン資利用人数： 

対象月のマイナ保険証によるオンライン資格確認利用者数 

※外来レセプト枚数（件数） 

  対象月を診療月とする外来レセプトの枚数 

（対象月に医科と調剤のレセプトがある場合は、１枚とカウント） 

 

 





 

 

島根県国民健康保険における 資格確認書の標準様式（ 仕様）  

 

（ １ ） 記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別療養費の対象者（ 保険料（ 税） を滞納し ている 世帯主等） は、 医療機関等の窓口で

は医療費の全額を支払い（ 10 割負担）、 後日、 申請によ り 支払額から 一部負担金相当額

を控除し た額の給付を受ける 。  

 

（ ２ ） 仕様 

 ・ サイ ズ： カード 型 

      ただし 、 特別療養費対象者については「 はがき 型」  

 ・ 材 質： 紙又はプラ ス チッ ク を 基本と し 、 使用に十分耐えう る 素材 

 ・ 色 調： 緑色（ 若葉色）  

・ 加 工： 背景パタ ーン及び不正防止加工を 施す 

（ 背景）「 SHI MANE」 の文字を 斜めに羅列し たも の、 若し く は市町村独自

の背景パタ ーン 

（ 不正防止） 複写し た際に「 複写」「 COPY」 等の文字を 表示 

 

（ ３ ） 有効期限 

・ 最大１ 年間 

  ※現行の被保険者証と 同様、 ８ 月１ 日から 翌年７ 月 31 日ま での１ 年間を 有

効期限と する  

 

（ ４ ） その他 

・ 限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準負担額減額認定証、 特定疾病療養受療証

は、 引き 続き 、 本人から の申請に基づき 、 別途発行する （ はがき 型）。  

【 必須記載事項】  

・ 氏名・ 性別・ 生年月日 

・ 世帯主氏名 

・ 被保険者記号・ 番号・ 枝番、 保険者番号・ 交付者名又は保険者名 

・ 適用開始年月日又は資格取得年月日、 交付年月日 

・ 負担割合、 発効期日（ 70 歳以上の被保険者のみ（ 高齢受給者証に係る 記載））  

・ 有効期限 

・ 特別療養費の対象者である 場合にはその旨 

・ 住所 
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有効期限 年  月  日
発効期日 年  月  日

記号番号 （枝番）
氏 名

年  月  日 性 別
年  月  日 負担割合 割
年  月  日

世帯主氏名
住 所

交 付 者 名

交 付 年 月 日

保険者番号

島 根 県
国 民 健 康 保 険
資 格 確 認 書

適用開始年月日
生 年 月 日

印

有効期限 年  月  日

記号番号 （枝番）
氏 名

年 月 日 性 別
年 月 日
年 月 日

世帯主氏名
住 所

保険者番号

島 根 県
国 民 健 康 保 険
資 格 確 認 書

生 年 月 日
適用開始年月日
交 付 年 月 日

交 付 者 名
印

備 考

１．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。
２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
３．私は、臓器を提供しません。
《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】
〔特記欄： 〕
署名年月日：  年 月 日
本人署名（自署）： 家族署名（自署）：

※以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ
ます。記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を〇で囲んでください。

じん すい

【レイアウト】 

 ・国が示す様式（市町村事務処理標準システム帳票）に準ずる。 

※一般の被保険者（カード型） 

      （70 歳未満）            （70 歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別療養費対象者（はがき型）様式例 

         （表面）              （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別療養費対象者の資格確認書についてはサイズを「はがき型」とするが、その他の仕様

（紙質・色など）については、県内市町村での統一的な取り扱いは行わない（各市町村が

任意に作成する）。 



 

 

【 周知・ 広報について】  （ 周知内容の参考例）  
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